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平成２７年台風第18号等による大雨について
台風第18号及び台風から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、
記録的な大雨となった。
9月10日から11日にかけて、関東地方や東北地方では、統計期間が10年以上の観測地点の
うち16地点で、最大24時間降水量が観測史上1位の値を更新した。

期間内の総降水量分布図（9月7日～9月11日）

出典：気象庁公表資料（速報）より

都道
府県

市区町村 地点名
降水量
(mm)

① 宮城県 栗原市 鴬沢(ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜ) 194.5

② 宮城県 加美郡加美町 加美(ｶﾐ) 238.0

③ 宮城県 仙台市泉区 泉ケ岳(ｲｽﾞﾐｶﾞﾀﾞｹ) 293.0

④ 宮城県 刈田郡蔵王町 蔵王(ｻﾞｵｳ) 180.5

⑤ 福島県 南会津郡南会津町 南郷(ﾅﾝｺﾞｳ) 161.5

⑥ 福島県 南会津郡南会津町 舘岩(ﾀﾃｲﾜ) 262.0

⑦ 茨城県 古河市 古河(ｺｶﾞ) 247.0

⑧ 栃木県 日光市 五十里(ｲｶﾘ) 551.0

⑨ 栃木県 日光市 土呂部(ﾄﾞﾛﾌﾞ) 444.0

⑩ 栃木県 日光市 今市(ｲﾏｲﾁ) 541.0

⑪ 栃木県 鹿沼市 鹿沼(ｶﾇﾏ) 444.0

⑫ 栃木県 宇都宮市 宇都宮(ｳﾂﾉﾐﾔ) 251.5

⑬ 栃木県 佐野市 葛生(ｸｽﾞｳ) 216.5

⑭ 栃木県 栃木市 栃木(ﾄﾁｷﾞ) 356.5

⑮ 栃木県 小山市 小山(ｵﾔﾏ) 268.5

⑯ 埼玉県 越谷市 越谷(ｺｼｶﾞﾔ) 238.0

観測史上1位を更新した地点

出典：気象庁公表資料（速報）より

※アメダス観測値
による統計
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平成27年9月関東・東北豪雨に係る被害状況

1 人的被害の状況（消防庁 10月2日18：00時点）
■ 死者8名（栃木県鹿沼市、日光市、栃木市、茨城県常総市2名、境町、

宮城県栗原市2名）

2 所管施設の状況（10月5日9：00時点）
■ 河川（19河川で堤防決壊、67河川で氾濫等の被害発生）

【国管理河川】

・利根川水系鬼怒川において堤防が決壊し、鳴瀬川水系吉田川、荒川水系

都幾川等5河川において、越水等による浸水被害が発生。

【都道府県管理河川】

・宮城県管理の鳴瀬川水系渋井川等18河川において堤防が決壊し、宮城県、

福島県、茨城県、栃木県を中心に62河川で浸水被害が多数発生。

■ 土砂災害

・17都県において177箇所の土砂災害発生。

と き がわ

しぶい がわ
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小貝川

鬼怒川

決壊箇所
（鬼怒川左岸21.0km）

決壊箇所
（鬼怒川左岸21.0㎞）

常総市役所から撮影（撮影日：9/11）

【決壊地点近傍】家屋等の流出状況（撮影日：9/11）

鬼怒川

鬼怒川

小貝川

小貝川

常総市役所

：氾濫域の最大総浸水
面積（40ｋ㎡）
国土地理院公表資料

：決壊箇所
鬼怒川左岸21.0km
：浸水範囲内の建築物

常総市役所

常総市三坂町（鬼怒川左岸21.0㎞付近）の堤防決壊等に伴い、氾濫が発生。氾濫した水は
下流域に広がり約40㎢が浸水した。

決壊箇所
（鬼怒川左岸21.0km）

鬼怒川の決壊・被災状況
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トップセミナー

概 要
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経 緯

先般の平成27年9月の関東・東北豪雨により、各地において浸水被害等が発
生しており、特に鬼怒川の堤防が決壊した茨城県常総市では、甚大な被害が生
じました。
この水害を受け、『「避難を促す緊急行動」等に係る意見交換会』を開催し、

洪水時における各機関からの情報提供や地方公共団体による避難勧告発令のタ
イミングなどについて加古川沿川の首長と意見交換を行いました。

◯ 日 時：平成２７年１１月１９日（木）１５：３０～１６：３０
◯ 場 所：小野市防災センター３Ｆ災害対策室
◯ 参加者：加古川沿川１０市町（加古川市、高砂市、三木市、小野市、

加東市、西脇市、加西市、多可町、稲美町、播磨町）
兵庫県加古川土木事務所、加東土木事務所、気象庁、
国土地理院、近畿地方整備局河川部、姫路河川国道事務所



トップセミナー
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・関東・東北豪雨に係る被害及び復旧状況
・基準水位観測所設定水位
・ホットライン（事務所長から市町長へ直接連絡）
での情報提供内容

・重要水防箇所
・タイムラインの効果
・災害時にトップがなすべきこと
【その他の報告】
・ハザードマップポータルサイトについて【国土地理院】
・新たなステージに対応した防災気象情報【神戸地方気象台】
その他、市町長が避難勧告発令の目安をなる「氾濫危険水位」など河川管理者が
出す情報の活用を確認した上で、こうした情報が出るまでの連絡を密に取り合う
ことや、水防上重要な区間について、現場のパトロールや河川管理用カメラ、水
位計などで状況をリアルタイムで把握し、ホットラインで伝えることなど、市町
との情報のやりとりを強化していくことを確認しました。

確 認 事 項



トップセミナー
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首長からの主なご意見

トップセミナーの様子は新聞にも
取り上げられました。

【首長からの主なご意見】
・命を預かる首長として、住民の行動に移すための情報へとどうやって転換して
いくのか。そのための洞察力と決断力が重要。

・災害時における住民の避難を促すために、国や県から提供される水防情報を日
頃から住民に広報する必要がある。

・水位や気象等の情報は豊富に提供されているが、それらを絞り込み、わかりや
すく自治体や住民等に伝えることが重要。

・避難ルートの安全性を確認することが重要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

重要水防箇所の共同点検について



重要水防箇所の共同点検
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○堤防の共同点検の主旨

平成２７年９月関東・東北豪雨を受けて国土交通省が現在実施している「避
難を促す緊急行動」の一環として、洪水に対しリスクが高い区間の共同点検を
姫路河川国道事務所と沿川市町役所職員はじめ消防職員の方と情報共有を
行う。

○堤防点検の実施スケジュール

【加古川】
１月１３日（水） ： 小野市
１月１４日（木） ： 加古川市
１月１５日（金） ： 高砂市
１月１８日（月） ： 加東市

【揖保川】
１月２１日（木） ： たつの市
１月２２日（金） ： 太子町
１月２５日（月） ： 姫路市
１月２６日（火） ： 宍粟市



重要水防箇所の共同点検
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重要水防箇所とは：洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所（重要水防箇所）を設定

水防団は、洪水時の巡視や巡視結果に基づく水防活動を実施



重要水防箇所の共同点検
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重要水防箇所の共同点検

11万願寺川左岸0.2k付近 堤防断面不足

重要水防箇所について説明

加古川右岸24.7k付近 意見交換

点検位置 点検対象
万願寺川右岸0.2k→0.6k 堤防断面
万願寺川右岸1,7k→2.1k 堤防断面
万願寺川左岸2.1k→1.7k 堤防断面
万願寺川左岸0.3k→0.0k 堤防断面
加古川右岸20.8k→20.3k 堤防断面
加古川左岸17.6k→18.2k 堤防断面
加古川左岸19.0k→19.4k 堤防断面
加古川左岸20.2k→20.6k 堤防断面
加古川左岸21.4k～21.6k 堤防断面
加古川右岸26.7k→26.5k 漏水歴
加古川右岸24.9k→24.7k 堤防断面

小野市



重要水防箇所の共同点検

12加古川左岸12.6k付近 漏水

点検位置 点検対象
加古川左岸12.6k 漏水（既往歴）

加古川右岸11.3k→10.5k 堤防断面
加古川右岸10.2k→10.0k 水衝・洗掘

加古川右岸9.9k→9.7k 堤防断面
加古川左岸9.1k 神野樋門

加古川右岸8.9k→7.3k 漏水（既往歴）
加古川左岸6.1k 加古川堰堤

加古川左岸5.2k 加古川橋（R2）
加古川左岸5.2k→4.8k 法崩れ・すべり

加古川左岸2.4k→2.2k 法崩れ・すべり

加古川左岸2.４k付近 法崩れ・すべり

重要水防箇所について説明

加古川市



重要水防箇所の共同点検
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加古川右岸3.8k付近 洗掘

点検位置 点検対象
加古川右岸3.8k→3.6k 水衝・洗掘
加古川右岸3.4k 播州大橋
加古川右岸2.8k→2.6k 水衝・洗掘
加古川右岸2.1k→1.9k 堤防断面
加古川右岸1.4k 相生橋
加古川右岸0.7k→0.0k 堤防断面

高砂市

加古川右岸0.6k付近 堤防断面不足 加古川右岸2.6k付近 洗掘



重要水防箇所の共同点検
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加東市

裏法面の堤防断
面が不足

堤防高不足

加古川左岸32.0k付近 堤防断面不足

点検位置 点検対象

左岸35.4k→35.8k 堤防断面
左岸33.4k→32.4k 堤防断面

左岸32.3k→32.1k 堤防断面
左岸32.0k→31.0k 堤防断面

左岸28.0k→27.6k 堤防断面
左岸27.2k→26.8k 堤防断面

右岸30.9k→31.1k 堤防断面
右岸32.0k→32.4k 堤防断面



重要水防箇所の共同点検
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共同点検における情報共有

・重要水防箇所とは何かを説明し、選定された根拠、
巡視の際にはどういったところを重点的に見てほし
いか、また、異変に気づいた時には、どこへ連絡し
てほしいか確認しました。
・共同点検中には、備蓄材はどれくらいあるのか、
また、それらはすぐ使用することができるのか、洪
水を防ぐ堤防の構造について知ることができたなど
様々な意見を頂きました。
・過去の出水時の状況をお互いに共有することがで
きました。


